
企 業 債

負 担 金

補 助 金

長期貸付金回収金

その他資本的収入

備 考
継 続 費 継 続 費

（うち、仮払消費税

及び地方消費税額）

繰 越 額 繰 越 額

1,670,553,000 1,670,553,000 1,744,771,100 35,673,663

建 設 改 良 費 494,801,000 494,801,000 569,019,100 35,673,663

長 期 貸 付 金 10,000,000 10,000,000 10,000,000

企 業 債 償 還 金 1,165,292,000 1,165,292,000 1,165,292,000

その他資本的支出 460,000 460,000 460,000

措置するものとする。

（ う ち 、 仮 受 消 費 税

375,5000 0 84,500 0 0 0

決　算　額

00

( 単位：円 ）

( 単位：円 ）

0 5680 0 00

460,000

298,287,0000

0 0

地方公営企業法

292,547,3790

第４項 0 0

460,000 0

197,200,000

第３項

第３項

0

10,000,000

支 出

第５項

0

0

第１項

予 算 額

に よ る 繰 越 額

74,218,100

合 計

6,600,000

74,218,100

0

0

△375,500

2,723,620

3,300,000

460,000

備　　　　　考

0

及 び 地 方 消 費 税 額 ）

△9,039,621

1,501,620

116,400,000円は未発行分

0

298,287,000 301,587,000

01,222,000

84,500

小 計

第４項 0

1,222,000

0 197,200,000第１項

継続費逓次繰越額

第２項

（２）資本的収入及び支出

507,169,000

200,500,000

区 分
当初予算額 補正予算額

下水道事業資本的収入

合 計

第１款

収 入

予 算 額

0

1,222,000

0

に係る財源充当額

507,169,000

0

資本的収入額（前年度財源充当額 36,100,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 1,243,439,307円は、減債積立金

0

0

0

0

地方公営企業法

1,579,794,806

不　用　額

1,165,291,432

第２項

第１款

当初予算額 補正予算額

下水道事業資本的支出

流 用

増 減 額

区 分

10,000,000

86,893,300

86,893,300

小 計 第 26 条 の 規 定

10,000,000

第 26 条 の 規 定逓 次

△141,313,501

△123,400,000

地 方 公 営 企 業 法
第 26 条 の 規 定
に よ る 繰 越 額 に
係 る 財 源 充 当 額

77,100,0003,300,000

513,769,000

決算額の増減

0 △10,000,000

67,706,926

決　 算　 額

372,455,499

0

合 計

予算額に比べ

した。なお、不足する116,400,000円（未払相当分）については、令和６年度同意済企業債の未発行分116,400,000円をもって翌年度に

翌　年　度　繰　越　額

0 0

86,893,300

0

逓 次

86,893,300

00

0

に よ る 繰 越 額

70,565,178円、過年度分損益勘定留保資金1,032,880,062円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,594,067円で補塡

78,082,994

0

0

0

10,000,000

414,418,874


